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学校における食育の推進



本日の内容
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１ 学校における食育の重要性について

２ 食育関連の法令等について

３ 推進体制と全体計画について

４ 食に関する指導について

５ 評価について



１ 学校における食育の重要性について
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食に関する問題は、言うまでもなく家庭が中心となって担うものです。家族一緒の食事は、家
庭教育の第一歩であるとともに、大切な家族のコミュニケーションやしつけの場でもある。他方、
核家族化の進展、共働きの増加などの社会環境の変化や外食や調理済み食品の利用の増
加などの食品流通の変化等を背景として、食生活の在り様も大きく変化しつつあり、保護者が
子供の食生活を十分に把握し、管理していくことが困難になってきていることも現実です。

食に関する指導の手引‐第二次改訂版‐

子供に対する食育は家庭を中心としつつ、学校においても積極的に取り組んでいくことが重要
です。栄養教諭が中核となり食育推進体制を確立し、学校・家庭・地域が連携して、次代を
担う子供の食環境の改善に努めることが必要です。
子供に望ましい食習慣を身に付けさせることは、次の世代の親への教育であるという視点も忘
れてはなりません。

偏食

食物アレルギー

肥満

やせ

箸・皿の持ち方
使い方

食事マナー

食習慣の乱れ朝食欠食

食経験不足

摂食障害

１ 学校における食育の重要性について



〈成長期の子供への食育〉
・健康な心身を育むために欠かせないもの
・将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすもの
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食に関する指導の手引‐第二次改訂版‐

生涯を通じた食育が必要

１ 学校における食育の重要性について



学年段階別に整理した資質・能力（例）

食に関する指導の手引 ‐第二次改訂版‐

児童生徒の食に関する実態等をふまえ、何が課題かを見極め、
児童生徒に必要な資質・能力の育成につながる取組が重要！！
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１ 学校における食育の重要性について



学校教育活動

食の自己管理能力を育てる

食は大切 食は
楽しい

〇栄養や食事のとり方などについて、正しい基礎知識に基づいて自ら判断し、食生活を
コントロールしていく力

〇食品の品質や安全性について、正しい知識・情報に基づいて自ら判断できる力

１ 学校における食育の重要性について
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〇推進体制の整備
〇食に関する指導の全体計画の作成
〇計画に沿った実践
〇評価
〇計画の見直し

校長先生のリーダーシップ
全教職員の共通理解

前提条件 必要条件

※前提条件と必要条件の理由
学校の教育活動全体を通して
のみ進められる重要な取組

１ 学校における食育の重要性について
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職 務
（学校教育法第37条13項） 栄養教諭
「児童の栄養の指導及び管理をつかさどる」
（中学校は第49条、特支は第82条準用規定）

児童生徒の食生活の乱れが深刻化する中で、学校にお
ける食に関する指導を充実し、児童生徒が望ましい食習
慣を身に付けることができるよう、平成 17 年４月から新
たに栄養教諭制度が開始

栄養教諭制度の創設

教育に関する資質と栄養に関する専門性を併せ持つ職員として、学校
給食を生きた教材として活用した効果的な指導を行うことが期待される

１ 学校における食育の重要性について
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資料：栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育

１ 学校における食育の重要性について
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１．給食指導及び給食を活用した食に関

する指導について 
（１）栄養教諭又は学校栄養職員単独で

 の給食指導について

（２）栄養教諭による食の指導の充実に

 ついて 
２．各教科等における食に関する指導に

ついて 
３．食に関する健康課題の相談指導に

ついて 
４．栄養教諭の校務分掌について 

栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通知）
１ 学校における食育の重要性について
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令和５年７月５日付け 「養護教諭及び栄養教諭の標準
的な職務の明確化に係る学校管理規則の参考例等の
送付について（通知）」で示した 「栄養教諭の標準的な
職務の内容及びその例」

令和７年４月３０日付け 「栄養教諭等による食に関する指導等の
充実について（通知）」
栄養教諭等による食に関する指導等の充実を図るため栄養教諭
等が行う給食指導等の食に関する指導について整理を行うととも
に、別表について改めた。

栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通知）
１ 学校における食育の重要性について
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栄養教諭による食に関する指導内容及び校内組織における役割

１．給食指導及び給食を活用した食に関する指導

３．食に関する健康課題の相談指導 ４．校内組織等における役割
栄養教諭の役割を担いつつ、主幹教
諭として学校運営にも携わっている。
〇校務分掌
・生活指導部（主任）
・学校経営支援部（本部）
・企画委員会
・教務部（危機管理マニュアル、いじ
め防止基本方針等担当）
・庶務部（ホームページ制作担当）
・文化的行事委員会(学芸会担当)

２．各教科等における食に関する指導

〇特設委員会
・いじめ対策委員会 ・不登校対策委員会 ・特別支援委員会
・食物アレルギー対応委員会 ・個別的な相談指導委員会
○給食管理業務
・献立作成、栄養摂取状況の把握 ・学校給食衛生管理業務（全般）

学級担任等への意識付けとし
て年度初めに「食に関する年間の
全体計画①②」を示し、OJT研
修で食育の重要性や指導例を
共有。教科指導と給食を関連付
けることにより、学級担任が日常
的に食に関する指導を実践する
ようにした。また栄養教諭としての
専門性を生かし、学級活動を始

を構成し、管理職・担任・養護教諭・特別支援教員らと連携しながら個別的な
相談指導を校内で組織的に展開した。継続的に指導を行い、評価と改善を繰
り返すことで、児童の偏食や肥満など個別性の高い健康課題に応じた支援体
制を構築した。【R6年度実績：対象児童4名、年間の指導時間：32時間】

めとした各教科等において指導内容に食の視点を関連付けた指導を展開。さら
に指導計画に食育として位置付けている場合には単独での指導にも取り組んで
いる。この他、栽培体験や生産者との交流、調理体験など五感を生かした体験
活動を通し、食を大切にする心を育んだ。【年間の指導回数：３６回】

残食率の共有で教職員の意識を高めた。さらに、ICTや給食委員会を活用し、
動画や掲示、放送等で児童の理解と関心を深め、給食と教科指導を相互補完
する取組を行った。【年間の指導回数：１９９回】

学校経営方針「食育の充実」「み
んなで完食」の推進を軸に給食時
間を生きた教材として活用し、栄養
教諭が学級担任と連携して食育を
推進。「食べたくなる給食、食べさせ
たくなる給食」を目指し、和食献立
の充実や地場産物活用、米の銘
柄やだしやみその使い分けなどの質
の向上に努めた。全校統一の給食
指導スタンダードを策定し、研修や

本人や保護者の意向
に沿った個別的な相談
指導や栄養相談を実施
。担任・養護教諭らが抽
出した児童から栄養教
諭が対象を選定。健康
状態や食事状況を把握
した上でアセスメント・目
標設定・計画作成。個
別的な相談指導委員会

【中野区立江古田小学校】事 例 基礎データ

学校規模
（児童数）

19学級
（530名）

調理場形体
（食 数）

単独調理場
（５８０食）

栄養教諭
配置状況

有 兼務校 無



２ 食育関連の法令等について
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各教科
道徳

総合的な学習
の時間

外国語活動

クラブ活動〔小〕
児童・生徒会活動

学校行事
学級活動

給食の時間

このような法令等に基づいて

学校の教育活動を通じて
食育に取り組んでいく食育基本法

日本国憲法

教育基本法

学校教育法

学習指導要領

学校給食法

特別活動

学校給食実施基準
学校給食衛生管理基準

食育推進基本計画

・・・・
給食実施

２ 食育関連の法令等について
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一方で、各教科等と同じように指導すべき学年や指導の
目標・内容、時数などは示されておらず、学校において教育
課程上、「食育」が位置付けられていない場合が多い。

「食育」は学校教育活動全体を通じて取り組むことが学
習指導要領に位置付けられているものの・・・

残念ながら、取り組む優先度は下がってしまいがち・・・

２ 食育関連の法令等について
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「食育」に対する考え方

教科指導
生徒指導
教育DX
○○教育
・・・・・・・・

食 育

教科指導
生徒指導
教育DX
○○教育
・・・・・・・・

食
育
食
育

学
校
教
育

学
校
教
育

教科指導、給食指導、健康教育・・・

プラスαではなく、表面化

２ 食育関連の法令等について
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〇第１６条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計
 画を作成するものとする(平成18･23･28年、令和３年、令和８年から第5次計画） ※５年計画

〇第１７条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施
策についての計画を作成するよう努めなければならない

〇第１８条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画
及

び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策につ
いての計画を作成するよう努めなければならない

〇第２６条 農林水産省に、食育推進会議を置く。２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
                 一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
                 二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する      

施策の実施を推進すること。

食育基本法
食育の基本理念と方向性を明らかにし、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために成立

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今
、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとと
もに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践すること
ができる人間を育てる食育を推進することが求められている。（前文抜粋）

知育 徳育 体育

食育

２ 食育関連の法令等について
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第５次食育推進基本計画（案）

２ 食育関連の法令等について

食育の推進に関する施策についての基本的な方針
〈重点事項〉 
（１）学校等での食や農に関する学びの充実 

子供たちの食の乱れや健康への影響が見られ、生産現場の実態を知らない子供が増加しており、栄養教諭等に
よる食生活の重要性等に関する指導や「農林漁業教育」を推進

（２）健全な食生活の実践に向けた「大人の食育」の推進 
野菜類・果実類の摂取量の減少等の大人の食生活の乱れが生じており、「大人の食育」を推進するため、官民の
幅広い連携・協働の取組を生み出す「官民連携食育プラットフォーム」等を推進

（３）国民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大 
国民の食卓と生産現場の距離が遠くなる中、生産現場に対する国民の理解を深めるため、国民の食卓と農業等
の生産現場の距離を縮めることにつながる農林漁業体験等の取組を強化

食育の総合的な促進に関する事項〔具体的な施策〕
１．家庭における食育の推進
２．学校、保育所等における食育の推進
３．地域における食育の推進
４．食育推進運動の展開
５．生産者と消費者との交流促進、環境と調和のとれ
た農林漁業の活性化等

６．食文化の継承のための活動への支援等
７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調
査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
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学校給食法
学校給食の根拠法（昭和29年制定）
平成20年1月 中央教育審議会答申を受け、平成20年6月に大幅改正（平成21年4月1
日施行）

第一条 （目的）
この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児

童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものである
ことにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を
定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

第二条 （学校給食の目標）
学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、
次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと。
五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

２ 食育関連の法令等について
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学校給食法

第八条 （学校給食実施基準）
文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を
適切に実施するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）について維持される
ことが望ましい基準（次項において「学校給食実施基準」という。）を定めるものとする。
２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な
学校給食の実施に努めるものとする。

第九条 （学校給食衛生管理基準）
文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程に
おける衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され
ることが望ましい基準（以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定めるものと
する。
２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして
適切な衛生管理に努めるものとする。
３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛
生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置
を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調
理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

２ 食育関連の法令等について
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学校給食法

第十条
栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため
学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特
別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に
関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われ
るよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計
画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。
２ 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の
産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食
文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努
めるものとする。
３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよ
う努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

２ 食育関連の法令等について
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学習指導要領
食育の位置付け

「教育課程の編成及び実施に当たっては，学校保健計画，学校安全計画，食に関す
る指導の全体計画，いじめの防止のための対策に関する基本的な方針など，各分野に
おける学校の全体計画等と関連付けながら，効果的な指導が行われるように留意するも
のとする。」

「食に関する指導の全体計画」の位置付け

小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領
第１章総則第５の１のイ「学校運営上の留意事項」
特別支援学校学習指導要領第１章総則第６の１(2)
高等学校学習指導要領第１章総則第６款１のイ

２ 食育関連の法令等について
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学習指導要領
２ 食育関連の法令等について



３ 推進体制と全体計画について

25
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全校体制で組織的に食育が推進できるよう、校長先生を責任者として食育・学校給食に
関する各種計画の策定及び進行管理する委員会を設置します。（または既存の委員会等を
活用する）

推進体制

３ 推進体制と全体計画について

【検討内容（例）】
・各種計画の策定及び進行管理に関すること
・児童生徒の実態に関すること
・食に関する指導に関すること
・学校給食の栄養管理・衛生管理に関すること
（食中毒防止、異物混入防止、食物アレルギー対応、窒息事故等）

【検討内容（例）】
・各種計画の策定及び進行管理に関すること
・児童生徒の実態に関すること
・食に関する指導に関すること
・学校給食の栄養管理・衛生管理に関すること
（食中毒防止、異物混入防止、食物アレルギー対応、窒息事故等）

食に関する指導と給食管理
に関わる２つの内容について
推進するための組織
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３ 推進体制と全体計画について

〇学校給食衛生管理基準

※学校給食衛生管理基準の施行について（通知） https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1283821.htm

〇食に関する指導の手引 第５章 第３節 「学校給食におけるリスクマネジメント」

校内マニュアル等を整備し、全教職員で共通理解を図った上で組織的に運用することが学校給食における事故の

未然防止や適切で迅速な対応につながることを示し、食中毒・異物混入・食物アレルギー・窒息事故について、

＜未然防止のポイント＞と＜発生時対応の留意点＞をそれぞれまとめている。

学校給食における危機管理対応

■未然防止の徹底
■発生時の迅速な対応
・学校給食衛生管理基準
・食に関する指導の手引

〈事故例〉
食中毒
異物混入
食物アレルギー
窒息事故 等

第1 総則
第2 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準
第3 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準
第4 衛生管理体制に係る衛生管理基準 （１）衛生管理体制
第5 日常及び臨時の衛生検査
第6 雑則

四 校長等は、学校保健委員会等を
活用するなどにより、栄養教諭等、保
健主事、養護教諭等の教職員、学校
医、学校歯科医、学校薬剤師、保健
所長等の専門家及び保護者が連携し
た学校給食の衛生管理を徹底するた
めの体制を整備し、その適切な運用を
図ること。
七 校長等は、栄養教諭等の指導及
び助言が円滑に実施されるよう、関係
職員の意思疎通等に配慮すること。
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実態調査等の実施、指導内容や方法の決定等、複数の作業が必要となるため推
進体制を整備し、計画策定及び進行管理を組織的に行うことが重要！！

全体計画策定の考え方

１ 栄養教諭を中心とした関係教職員による作成委員会（推進体制）の設置
２ 全体計画の作成（原案）
① 各種調査等に基づき、児童生徒の実態を把握
② 実態に基づき課題を整理し、目標や各指標等を設定
③ 課題解決のために必要な教科・単元等を集約し、年間指導計画を構成

３ 各学年会や教科部会に原案を提示し、調整
４ 食育推進組織に原案を提示し、調整
５ 校長の了承・決裁
６ 職員会議で校内教職員へ周知

全体計画策定の流れ

３ 推進体制と全体計画について
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実態調査等の実施、指導内容や方法の決定等、複数の作業が必要となるため推
進体制を整備し、計画策定及び進行管理を組織的に行うことが重要！！

全体計画策定の考え方

１ 栄養教諭を中心とした関係教職員による作成委員会（推進体制）の設置
２ 全体計画の作成（原案） ⇐ 栄養教諭にしかできない（専門性）
① 各種調査等に基づき、児童生徒の実態を把握 ※取り組むための根拠
② 実態に基づき課題を整理し、目標や各指標等を設定※①の根拠に基づく
③ 課題解決のために必要な教科・単元等を集約し、年間指導計画を構成

※①②との関連を図るため、学級（教科）担任等との連携・調整が重要
３ 各学年会や教科部会に原案を提示し、調整 ※③で連携できていればOK
４ 食育推進組織に原案を提示し、調整 ※５を兼ねてもOK
５ 校長の了承・決裁
６ 職員会議で校内教職員へ周知

全体計画策定の流れ 校長先生をリーダーとした組織

全体計画は教職員の総意で作り上げるものという認識が必要。
児童生徒の食に関わる資質・能力の育成のためには、学校全体での
関りが重要。すべての先生一人一人が自分も重要な役割を担っている
ことを共通認識することが求められる。
※原案は栄養教諭が作成し、中身は各種部会・推進組織等で精査
※担任等は各教科等の専門家であり、必ず参画が求められる

３ 推進体制と全体計画について



30

学校全体で食育を組織的、計画的に推進するためには、各学校において食に関する指導に
係る全体計画を作成することが必要。

食に関する指導の全体計画

組織的・計画的な実施
実際に食に関する指導を行う際には、自校の「食に関する指導目標」を達成するために「いつ
」「誰が」「どのように」行うのかを明確にしておく必要があります。 また、食に関する指導は、栄
養教諭等の担当者のみでは決して行うことができません。各学校がチームとして取組んでいか
なければならない。
共通理解
食に関する指導の全体計画は、食育を推進するための校内組織において校長のリーダーシッ
プの下に作成し、同時に、この計画は、全教職員に共通理解され、確実に実践されなければ
なりません。
＜全体計画①＞
学校として，食に関する指導の基本的な在り方を示したもの。
学校教育目標や各学校で定める食に関する指導の目標及び内容，指導体制，評価など
の基本的な事柄を概括的・構造的に示したもの。
＜全体計画②＞
1年間の流れの中に内容を位置付けて示したもの。
年間を通しての指導の計画を簡潔に示したもの。

【法的な位置づけ】
〇 国の食育推進基本計画
〇 学校給食法第１０条
〇 学習指導要領 総則

３ 推進体制と全体計画について
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手引ｐ４２

学校教育目標を実現するために・・・
児童生徒の実態や法律・計画等を踏まえて目標設定

育成を目指す児童生徒の姿として、３つの資質・能力
の柱に整理（６つの食育の視点を踏まえる）

各学年（発達段階）に応じた目標設定

各種調査結果
日常の観察

観点毎に課題整理

食育推進基本計画
各自治体の計画等
（指標や方針、目

標）
児童生徒の実態と
関連性を図る

学校教育目標

数値化

〇食育推進組織の構成員
〇食の指導場面
〇地場産物等の活用
〇家庭・地域との連携
〇評価（活動・成果指標）

例えば・・・
・朝食の欠食率 2５％
・残菜率 １２％
・肥満傾向児の割合 ６％
・箸の持ち方など食事マナーが身に付いて
いない児童の割合 １８％

既存の調査や教師の日常の観察に基づき、
「体力や学力」「健康状態」「態度や意識」
「食習慣」などの観点を整理していく

実態を総合的に判断し、緊急性や課題性の高
いものから取り組むことが重要！！

３ 推進体制と全体計画について
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学校教育目標を実現するために・・・
児童生徒の実態や法律・計画等を踏まえて目標設定

育成を目指す児童生徒の姿として、３つの資質・能力
の柱に整理（６つの食育の視点を踏まえる）

各学年（発達段階）に応じた目標設定

各種調査結果
日常の観察

観点毎に課題整理

食育推進基本計画
各自治体の計画等
（指標や方針、目

標）
児童生徒の実態と
関連性を図る

学校教育目標

数値化

〇食育推進組織の構成員
〇食の指導場面
〇地場産物等の活用
〇家庭・地域との連携
〇評価（活動・成果指標）

３ 推進体制と全体計画について
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全体計画②は、全体計画①を踏まえて、児童生徒の実態（課題）
に関連する各教科等（※指導目標・内容が課題と関連）を集約す
ることで、学校独自の計画を作成する

全体計画②を見て、児童生徒の実態や食に関する指導目標がおお
むね理解できる計画とする

３ 推進体制と全体計画について
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３ 推進体制と全体計画について

【全体計画の作成における重要な考え方】

○児童生徒にどのような力を身に付けさせる
必要があるのか目指すべき姿を明確化。つま
り、児童生徒の実態こそが食育を実践するた
めの拠所（根拠）となる。

○児童生徒の実態、学校の実情等を整理
し、必要な食に関する指導（取組）をマネ
ジメントすることが求められる。
※つまり、全体計画①と②が関連している
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現状、「食育」は学校において各教科等と同じように教育
課程に位置付けられていない・・・
実際に食に関する指導を行うにあたっては、児童生徒にと
って本当に必要な食育（食に関する指導）が何であるのか
見極める力が栄養教諭には求められる

その結果・・・
１ 児童生徒の資質・能力が向上し、課題解決へ向かう
２ 先生方の食育への認識も高まることが期待される
３ 学校全体における食育の推進へとつながる
４ 限られた時間を有効活用することになるため、働き方
    改革にも寄与する

３ 推進体制と全体計画について
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３ 推進体制と全体計画について



〇各教科等の指導
・社会（４年、５年）
・理科（４年、５年、６年）
・生活（１年、２年）
・家庭科（５年）
・学活（２年、３年、５年）
※積極的に周知する

この部分を先生方に対して、職員会議をはじ
め、何らかの形で積極的に周知を図ることが
重要！！

全体計画の活用について・・・
３ 推進体制と全体計画について



４ 食に関する指導について
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・ 学校における食に関する指導は、以下の3つに体系化され、学校教育活動全体を通じて行われている。

食
に
関
す
る
指
導

 学習内容と関連する食材や学校給食の献立を教材として活用し、栄養素や栄
養バランス、食品の生産・流通・消費などへの理解を深め、食品を選択する力や
食べ物を大切にする心などを育む。

 子供たちが生産等の仕事に携わる人々と接するなどの体験活動を通じ、食をより
身近なものとして実感させる。

教科等における食に関する指導

 給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配膳方法、食
器の並べ方、箸の使い方、食事のマナーなどを体得させる。

 学校給食の献立を通じて、食品の産地や栄養的な特徴を学習させたり、教科等
で取り上げられて食品や学習内容を確認したりする。

給食の時間における食に関する指導

 授業や学級活動の中など全体での指導では解決できない、個別性の高い健康
課題について改善を促すために実施する。

 肥満・やせ傾向、食物アレルギーなど食に関する問題を有する児童生徒などが対
象として想定され、計画的、継続的な指導を進めることにより、対象の児童生徒
の行動変容を促し、改善、あるいは、より良好な生活を行うための習慣を獲得で
きるようにする。

個別的な相談指導

39

４ 食に関する指導について
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教科等に
おける指導

給食時間に
おける指導

個別的な
相談指導

食に関する指導

教科等の指導目標、指導内
容（教科、学年、単元等）と
食育の視点との関連性を踏ま
えた取組【食のカリマネ重要】

健康に関係した個別性の高い
課題（想定される５つの指導
内容）改善への対応【健康相
談・保健指導】（学保安法）

〇食べる量や好き嫌い、食事マナー等の食事の状況をはじめ、痩せや肥満などの個
別性の高い指導が必要な子どもの実態を把握
〇献立や食材、給食自体の活用による栄養素や栄養バランス、地産地消・郷土学
習、感謝の気持ちなどに対する食に関する指導の時間（教科横断的な指導）
【食に関する指導の土台】 ※個別指導と教科等における指導の成果にも影響
〇食の指導の中で特に先生方の専門性を活かした指導ができる時間であり、同時に
児童生徒の食に関わる基本情報が最も得られる時間
〇つまり、食に関する指導をより充実させるための土台となる指導の時間

４ 食に関する指導について
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〈食に関する指導の目標〉

（知識・技能）
食事の重要性や栄養バランス、食文化等についての理解を図り、健康で健全な食
生活に関する知識や技能を身に付けるようにする。

（思考力・判断力・表現力等）
食生活や食の選択について、正しい知識・情報に基づき、自ら管理したり判断したり
できる能力を養う。

（学びに向かう力・人間性等）
主体的に、自他の健康な食生活を実現しようとし、食や食文化、食料の生産等に
関わる人々に対して感謝する心を育み、食事のマナーや食事を通じた人間関係形
成能力を養う。

学校教育活動全体を通して、学校における食育の推進を図り、食に関わる資質・能
力を次のとおり育成することを目指します。

学校教育目標
４ 食に関する指導について
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下記の六つは、今まで「食に関する指導の目標」として示してきましたが、「教科等に
おける指導の目標」が曖昧になることがありました。そこで、これらの六つを「食育の視
点」とし、食に関する指導がさらに、実践しやすいように再整理します。

◇ 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。【食事の重要性】
◇ 心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管

理していく能力を身に付ける。【心身の健康】
◇ 正しい知識・情報に基づいて、食品の品質及び安全性等について自ら判断できる能

力を身に付ける。【食品を選択する能力】
◇ 食べ物を大事にし、食料の生産等に関わる人々へ感謝する心をもつ。【感謝の心】
◇ 食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける。【社会性】
◇ 各地域の産物、食文化や食に関わる歴史等を理解し、尊重する心をもつ。【食文化】

〈食育の視点〉
食に関する指導（各教科等）を実施する場合には、必ず
「食育の視点」を設定する必要があります。仮に設定がなけ
れば「食の指導」としては評価ができなくなります。

４ 食に関する指導について
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教科等における食に関する指導

学校の教育活動
全体を通じて

食育の視点

体育
保健体育

家庭
技術・家庭

生活

総合的な
学習の時間

特別活動
国語

社会

理科

算数
数学

道徳 音楽

図画工作
美術

外国語活動
外国語

｢主体的・対話的で深い学び」の視点
からの授業改善

４ 食に関する指導について
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教科等における食に関する指導

「食育の視点」を位置付ける

体育
保健体育

家庭
技術・家庭

生活

総合的な
学習の時間

特別活動

社会

理科

道徳
国語

算数
数学

音楽

図画工作
美術

外国語活動
外国語

教科等横断的な視点で取り組むことが重要であるが学習指導要領に基づき、当該教
科等における指導目標の達成及び指導内容を踏まえた取り組みを第一義とする

指導の目標及び内容と「食育の視点」が一致する場合、
当該教科等における本時の評価の観点と関連する「視点に関わる資質・能力」を設定することで本時における
評価の材料として担任へ情報提供が可能となり、「食育の視点」に対する評価も可能となる。

指導の目標及び内容と
「食育の視点」が一致しない
場合、 当該の教科等におけ
る指導目標及び指導内容を
よりよく身に付けさせることを
第一義とし、その実現の過程
に「食育の視点」を位置付け
る。教材や題材に「食」を位
置付けて取り組み、その上で
事前学習（導入）や事後
の振り返りとして給食時間や
教科等で横展開することで学
びの深化につなげることが期
待される。

４ 食に関する指導について
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教科等における食に関する指導

学校の教育活動
全体を通じて

食育の視点

体育
保健体育

家庭
技術・家庭

生活

総合的な
学習の時間

特別活動
国語

社会

理科

算数
数学

道徳 音楽

図画工作
美術

外国語活動
外国語

｢主体的・対話的で深い学び」の視点
からの授業改善

○食に関する指導は各教科等を通じて行うため、課
題へのアプローチ（教科や単元）の仕方は児童の実
態によって様々であり、何のために食に関する指導を
行うのか目的を明確にすることが求められる。

○各教科等で食の指導を実践する場合には、学習
指導要領において、各教科ごとに示された目標の達
成に向けて指導内容との関連性を踏まえた食育の視
点を設定し、指導することが必要。
あくまで教科としての目標達成が第一義となる。

４ 食に関する指導について
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例えば・・・ 家庭科の授業（中）
【本時の目標】 地域の食文化について理
解し、適切に調理し、料理を味わう。

【内容】郷土に伝わるレシピに従い、調理する。

材料：温泉水、昆布、椎茸、お豆腐、白菜

レシピ：温泉水で昆布の出汁を取り、具材を
入れ、豆腐が煮崩れしないよう弱火で調理。

【食育の視点】心身の健康
栄養バランスを考えて・・・
・豚肉・魚貝類・野菜各種・醤油

出来上がったのは 寄せ鍋
本時の目標は？指導内容は？？
☆教科の目標及び内容の達成☆

【食育の視点】食文化
各地域の産物、食文化や食に関わる歴
史等を理解し、尊重する心をもつ

視点がなければ単なる
家庭科の授業です

４ 食に関する指導について
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栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通知）

４ 食に関する指導について
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問屋と連携した地場野菜の栽培（東京都台東区）

出典： 台東区立千束小学校
(https://www.taito.ed.jp/1310227）

地域の老舗葱問屋と連携し、２年生生活科の学習で江戸東京野菜
のひとつである「江戸千住ねぎ」を学級園等を利用して栽培。また収穫後
は給食の食材に活用し、栽培・収穫の様子や栄養素について全校に紹
介するなど「江戸千住ねぎ」への関心を高めた。

出典： 佐賀市立諸富中学校
(https://www. education.saga.jp/hp/morodomi-j/)

指導場面
写 真

学校給食
写 真

えつは筑後川流域に生息する貴重な魚であり、子えつをから揚げにし
て給食に提供。地域の宝である「えつを誇りに思ってほしい」という願いか
ら本校3年生は総合的な学習の時間にえつの探究学習と併せて、地元
の漁師さんの協力を得ながら調理実習を行っている。

貴重魚を活用した取組例（佐賀県佐賀市） 有機農産物を使った学校給食及び食の指導の取組例

出典： 東京都港区立赤坂小学校 （https://akasaka-ej.minato-tky.ed.jp/）

５年生社会科において栄養教諭が有機農業、有機農産物の説明を
実施。また、給食で有機農産物や特別栽培農産物を使用し、栄養教
諭が産地や食材について指導。さらに、家庭科において有機農産物を広
めるための給食で提供するみそ汁を考え、実際に調理する学習を行った。

各教科等における
食に関する指導

事例

４ 食に関する指導について

https://www.taito.ed.jp/1310227
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「給食指導」
給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正しい手洗い、配
膳方法、食器の並べ方、箸の使い方、食事のマナーなどを体得させる。
日々の指導は学級担任等が主に行うが、運営や指導方法については、
栄養教諭と連携し、学校全体で統一した取組を行うことが必要。

給食の時間における食に関する指導

「食に関する指導」
学校給食の献立を通じて、食品の産地や栄養的な特徴を学習させ
たり、教科等で取り上げられて食品や学習内容を確認したりするなど献
立を教材として用いた指導を行う。指導については、栄養教諭による直
接的な指導や担任等に資料提供を行うなど連携をとって進めることが大
切。

４ 食に関する指導について
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栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通知）
４ 食に関する指導について
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地場産物を使った学校給食及び食の指導の取組例

出典： 京都市立新町小学校
(https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=102001)

夏野菜のあんかけごはん（万願寺とうがらしを使用）

給食献立に京野菜の１つである万願寺とうがらしを使用。事前に京野
菜の魅力や地産地消について学ぶ授業を実施。学習を通して多くの児童
が京野菜を大切に思う気持ちが芽生え、給食では万願寺とうがらしの味
や香りを確かめながら嬉しそうに食べていた。また、家でも食べたいと思い、
給食のレシピを持ち帰る児童もいた。

有機農産物を使った学校給食及び食の指導の取組例

出典：（公財）豊田市学校給食協会 （https://www.toyota-school-
lunch.jp/system/index.cgi?code=picturepreview2&s=11871）

令和５年度から豊田市産の特別栽培米ミネアサヒ「赤とんぼ米」を提
供。また令和６年度からは豊田市産で自然栽培のじゃがいもを使用し
たコロッケや同じく自然栽培のさつまいもを提供。生産者から聞き取った
有機農業にまつわる情報について給食だよりで取り上げ、その他生産者
による訪問指導にも取り組んだ。

農林漁業体験を通じた取組例
地域産物の活用と食育を目的に行われている農林水産省の「シェフ給食
プロジェクト」において、2年生活科で東京都三鷹市の農園で取れた枝豆の
さやとり体験を行った。実際に枝豆に触れることで五感を刺激し、枝取り作
業の大変さなどを経験したことで生産者への感謝の気持ちや食べ物を大切
にする心を育んだ。

出典： 中野区立江古田小学校
(https://fa.fureai-cloud.jp/_view/nk-egota-e）

給食の時間におけ
る食に関する指導

事例

４ 食に関する指導について
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個別的な相談指導は、授業や学級活動の中など全体での指導では解
決できない健康に関係した個別性の高い課題について改善を促すために実
施します。
また、個別的な相談指導は、発育・発達期である児童生徒が健康に過
ごすために必要であるとともに、将来に向けた望ましい食生活の形成を促す
ためにも重要であると言えます。
個別的な相談指導は、事前に想定される問題や課題に対して実施する
場合と疾病の発症のような状況に応じて実施する場合があります。

個別的な相談指導

【想定される指導内容】
①偏食のある児童生徒 ②肥満・やせ傾向にある児童生徒
③食物アレルギーを有する児童生徒
④スポーツをしている児童生徒 ⑤食行動に問題を抱える児童生徒

４ 食に関する指導について



53

全教職員が児童生徒の食に関する
課題を理解し、学校として計画的、組
織的に個別指導を行うよう、管理職の
リーダーシップのもと校内の指導体制を
整備することが重要。
取組に当たっては保健主事等が中心
となり、定期的な協議の場を設定しま
す。協議に際しては既存の組織を活用
したり、校内組織として個別指導相談
委員会等を立ち上げたりする。
栄養教諭が在籍しない学校について
も、給食センター等に勤務する地域内
の栄養教諭の協力を得て実施する。

個別的な相談指導
〈校内の指導体制〉

４ 食に関する指導について
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個別的な相談指導については、学級担任、養護教諭、栄養教諭、保健主事、体
育主任、SC、SSW、学校医、保護者等が連携を図り、適切に対応することが大切。

個別的な相談指導
〈教職員の役割〉

校長、教頭
（副校長）

・指導体制の整備と指導方針の決定、指導状況の把握
・該当児童生徒及び保護者への対応

保健主事 ・個別相談指導委員会等の企画・運営・総括

学級担任

・日々の学校生活における児童生徒の実態把握
・給食の時間における児童生徒の実態把握と指導
・個別的な相談指導が必要だと思われる児童生徒の抽出、選定
・個別相談指導委員会等における報告、提案
・保護者との連絡調整

栄養教諭

・給食の時間や授業等における児童生徒の観察、実態把握、変化の確認
・学級担任や養護教諭と連携した食に関する課題を有する児童生徒の把握
・個別的な相談指導が必要な児童生徒の抽出、選定
・個別相談指導委員会等における報告、提案
・計画に沿った個別的な相談指導の実施（必要に応じて保護者を含む）
・個別に対応した学校給食のマネジメント

４ 食に関する指導について
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個別的な相談指導については、学級担任、養護教諭、栄養教諭、保健主事、体
育主任、SC、SSW、学校医、保護者等が連携を図り、適切に対応することが大切。

個別的な相談指導
〈教職員の役割〉

養護教諭

・健康診断結果や健康カードから健康問題のある児童生徒の把握
・成長曲線を活用し、栄養教諭と連携して児童生徒の発育を評価
・保健室利用状況から児童生徒の生活習慣や運動状況を把握
・児童生徒の健康問題について学級担任や栄養教諭と情報共有
・個別指導相談委員会等における報告、提案
・栄養教諭が行う個別的な相談指導への協力・助言

体育主任
（部活動担当）

・児童生徒への運動に関する指導
・運動に関して健康問題のある児童生徒について、栄養教諭や養護教諭と
情報共有

SC、SSW
・児童生徒に対する生活全般に関する相談や支援
・保護者に対する生活全般に関する相談や支援

給食室、
センター職員 ・個別に対応した学校給食の実施における協力

４ 食に関する指導について



56

個別的な相談指導

実際に児童生徒に個別的な相談指導を実施する際には、PDCA サイクルをさらに
詳細にした方法を活用。この方法を取り入れることで、児童生徒への指導が明確化
し、実施中に事故等の発生を予防して進めることができます。また、指導後の評価ま
でを確実に実施することができる。

〈指導方法〉

目的・期間の決定

アセスメント
（状況把握と課題の抽出）

個人目標の設定 相談指導計画

相談指導の実施

再アセスメント 個人評価

〈詳細な方法〉（例）

〇栄養補給計画
〇行動計画
(児童生徒自身が行う目標)
〇栄養教育計画
〇連携に関する計画

実 践スクリーニング

４ 食に関する指導について



57

栄養教諭等による食に関する指導等の充実について（通知）

４ 食に関する指導について
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個別的な
相談指導
事例

食に関する健康課題の相談指導

を構成し、管理職・担任・養護教諭・特別支援教員らと連携しながら個別的な
相談指導を校内で組織的に展開した。継続的に指導を行い、評価と改善を繰
り返すことで、児童の偏食や肥満など個別性の高い健康課題に応じた支援体
制を構築した。【R6年度実績：対象児童4名、年間の指導時間：32時間】

本人や保護者の意向
に沿った個別的な相談
指導や栄養相談を実施
。担任・養護教諭らが抽
出した児童から栄養教
諭が対象を選定。健康
状態や食事状況を把握
した上でアセスメント・目
標設定・計画作成。個
別的な相談指導委員会

食に関する健康課題の相談指導
４月の発育測定結果をもとに
、肥満・痩身にあたる児童には課
題を記載したものと併せて栄養
相談の希望調査を配布した。
結果、肥満１名、痩身１名、
ほか保護者からの希望により食
生活の見直しについて２名、健
康課題の相談を受け指導を進め
ている。聞き取りや写真法による

食事記録の分析を進め、長期休業に向けた具体的な行動目標や栄養補給計
画等を決定した。また個別的な相談指導について校内研修を設定し、管理職
や学級担任、養護教諭も栄養教諭と連携して学校全体で指導を進めるという
意識づけを行った。【R6年度実績：対象児童4名、年間の指導時間32時間】

食に関する健康課題の相談指導
健康課題がある児童に対して
組織的に個別的な相談指導を
実施している。
養護教諭とスクリーニングを行
い、管理職の確認、保護者の
同意のもと、対象者を決定。
栄養教諭が中心となって栄養
ケア・マネジメントの流れに沿って
指導計画を立案し養護教諭、
担任、保護者と連携し、指導

を行っている。指導の際は健康課題の解消とともに将来に向けた食の自立を意
識して取り組んでいる。
【R6年度実績：対象児童１名、年間の指導時間：３5時間】

４ 食に関する指導について
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５ 評価について
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評 価

食育の評価には食育の推進に対しての評価と
個々の食育の学習（教科等における食に関す
る指導）に対しての評価があります。
食育の推進に対する評価については、
○成果指標（ アウトカム ）の評価

子供や子供を取り巻く環境の変化の評価
○活動指標（アウトプット）の評価

活動（実施）状況の評価

評価には、数値による量的な評価と数値に表
すのが難しい質的な評価があります。

※評価は食育の成果と課題を把握し、食育推進の改善を図るために行う

＜ 例：具体的な成果指標（アウトカム）＞
・子供の肥満度などの健康診断結果の変化
・血液検査の変化
・生活習慣病の有病者予備軍等の変化
・体力向上や生活習慣の改善
・意識変化 など

＜ 例：具体的な活動指標（アウトプット）＞
・食育指導実施率
・食育指導の継続率
・親子給食の回数
・食育研修の回数 など

５ 評価について



５ 評価について

食に関する指導の手引‐第二次改訂版‐
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食育の推進に
対する評価

学
校
の
食
育
推
進
に
対
す
る
評
価

〇
成
果
指
標
の
評
価

〇
活
動
指
標
の
評
価

個々の学習に
対する評価

１
時
間
毎
の
授
業
に
お
け
る
評
価

〇
当
該
教
科
等
で
実
施
す
べ
き

評
価
（※

３
観
点
）

１時間毎の「食育の視
点」に対する評価の積
み重ねが年間を通した
食育の推進に対する評
価へとつながる

食
育
の
視
点
に
対
す
る
評
価

（積み重ね）
〇各教科等における評価
個別評価を行うために授業毎に評

価の観点・規準等を設定 
→評定の材料となるため、観点・規準
等に応じた見取りが必要
〇食育の視点に対する評価
食育推進に対する評価（成果指

標）となるため、全体計画に基づき実
施する授業に食育の視点を示す 
→食育の視点として示す姿に対する
子供の変容を見取ることが必要

評 価

食育の視点：心身の健康（思考力・判断力・表現力等）
栄養や食事のとり方などについて、正しい知識・情報に基づいて自ら判断できるようにする。
←これに対する子供の変容を見取り、あらかじめ設定した評価基準に基づいて評価していく

評価者：栄養教諭 評価者：担任（教科）

５ 評価について
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〇食育の視点に対する評価
食育推進に対する評価（成果指標）となるため、全体計

画に基づく授業に食育の視点を必ず設定しなければならない。
→食育の視点として示した姿に対する子供の変容を見取る
ことが必要。

全体計画は児童生徒の実態を踏まえて課題を整理し、関
連を図ってカリキュラムをマネジメントすべきもの。つまり、全体計
画にある食育の評価（成果指標）の達成に向けて取り組みを
進めていかなければならない。
食に関する指導を行う場合には、【食育の視点】で示す姿と

全体計画にある【食育の評価（成果指標）】が関連しているこ
とが重要。

５ 評価について



各学校において食育を推進する際には、「計画
（P）」「実践（D）」「評価（C）」「改善（A）」の 
PDCA サイクルに基づいて行います。PDCA サイ
クルに基づいて行うことで、よりよい食育を推進す
ることが可能となります。

改善（Act）の目的は、評価（Check）の結果を
踏まえて、計画や実践を見直し、より良い食育計画
を作成することです。評価（Check）が年度ごとと
実践の取組ごとの評価があるように、改善（Act）
も、それぞれの評価に伴い、年度ごとと実践の取組
ごとに実施されます。
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見直し

５ 評価について

食育の評価を実施する中で把握した食育の成果や課題について教職員が共通理解を図り、「学校評価」を行
う際の基礎資料として活用することが可能です。また、「学校評価」の中に「食育」を位置付けることは、食育に対
する教職員の認識を高め、保護者や地域との連携を促進するなど、学校における食育の推進につながります。
「学校評価」は学校教育法に基づくもので、教職員が行う「自己評価」、保護者・地域住民などが行う「学校関

係者評価」、外部の専門家等が行う「第三者評価」がありますが、まずは、「自己評価」（教職員による評価）を
基本とし、必要に応じて、「学校関係者評価」や「第三者評価」など保護者、地域の方々、外部の専門家等にも協
力を得ながら評価を行います。
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５ 評価について
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食に関する指導の充実に向けて



ご清聴
ありがとうございました
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